
船舶事故等調査報告書 

平成２２年４月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９仙第１２９号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年９月２４日 １４時４５分ごろ 

発生場所 岩手県洋野町八木港南港防波堤灯台から真方位０６３°３海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯４０°２２.３′ 東経１４１°４９.５′） 

事故等調査の経過  平成２１年１２月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第３新栄
しんえい

丸、４.９トン 

   ＩＴ３－２６９７８（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ 漁船 勝
しょう

栄
えい

丸、１.０トン 

   ＩＴ３－４０８８６（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部に擦過痕 

Ｂ 左舷船尾部に破口、操舵室上部に破損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａ１人が乗り組み、たらはえ縄漁を終え、八木港に向けて

磁針路約２５０°速力約１７ノット（kn）で自動操舵により帰航中、船長

Ａが、船首方約２Ｍのレーダー画面の映像に気付き、自動操舵のまま磁針

路約２７０°に変針して航行した。 

 Ｂ船は、船長Ｂ１人が乗り組み、主機をアイドリング状態としてリモコ

ンを近くに置いて漂泊し、南方に向首してたこ籠の揚収作業に従事してい

た。 

船長Ｂは、Ｂ船に向けて接近する態勢のＡ船を視認したが、Ａ船がＢ船

を避けてくれるものと思い、そのまま操業を続けていたところ、Ａ船が間

近に接近したことを知り、たこ籠のロープを切断して機関を前進にかけた

が避航できなかった。 

 両船は、平成２１年９月２４日１４時４５分ごろ、八木港東北東方沖に

おいて、Ａ船の船首部とＢ船の左舷船尾部とが衝突した。 

 船長Ｂは、衝突の衝撃で落水したが、自力でＢ船に這い上がった。 

 衝突後、両船は自力で係留地に戻った。 

 気象・海象 気象：天気 快晴、風向 南南東、風力 ２、視界 良好 

海象：うねりの波向 南南東～東南東 うねりの波高 約１～２ｍ 

   海流 約１knの南流（津軽暖流） 

 その他の事項  船長Ａは、レーダーを６Ｍレンジで作動させていたが、避航のため変針

を行ったのち、レーダー画面を見ていなかった。 

 船長Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

 



 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

 Ａ船は、八木港東北東方沖を西進中、レーダー

により船首方約２Ｍの船舶の映像に気付き、付近

にはレーダーに映った船だけがいるものと思い込

み、自動操舵のまま右舷側に約２０°変針したも

のと考えられる。 

船長Ａは、西日のため船首方の海面反射が強

く、付近の浮流物に注意が向き、適切な見張りを

行わなかったので、Ｂ船の存在に気付かなかった

可能性があると考えられる。 

 船長Ｂは、操業中、Ｂ船に向かって接近してく

るＡ船の存在に気付いていたが、Ａ船がＢ船を避

けてくれるものと思い込んでいたので、衝突を避

けるための動作をとることが遅れたものと考えら

れる。 

原因  本事故は、八木港東北東沖において、Ａ船が八木港に向けて西進中、Ｂ

船が漂泊してたこ籠漁の操業中、Ａ船が西日による船首方の海面反射によ

り付近の浮流物に注意を向けて適切な見張りを行わずに航行し、Ｂ船がＡ

船が避航するものと思い込んで操業を続けていたため、両船が衝突したこ

とにより発生した可能性があると考えられる。 

 




